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COVID-19 関連法令 (十一)

厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例第9-1条によ
り政府から受領する助成金、補助、手当、奨励及び補償は所得税の
納付が免除される

現在、多くの会社が助成金又は補助を申請していますが、申請した収入が厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救

済振興特別条例又は伝染病予防治療法第53条と関連する場合、受領した現金収入に対する所得税は納付が免

除されます。以下の法令をご参照ください。

法令 内 容

厳重特殊伝染性

肺炎予防治療及

び救済振興特別

条例第9-1条

厳重特殊伝染性肺炎の影響を受け、本条例、伝染病予防治療法第53条又はその他の法律規定

に基づき、政府から受領する助成金、補助、手当、奨励及び補償については、所得税の納付を免

除する。

前項の政府から受領する助成金、補助、手当、奨励及び補償については、抵当、差押え、担保又

は強制執行の対象とすることはできない。

(本条例の施行期間は2020年1月15日から2021年6月30日まで)

厳重特殊伝染性

肺炎予防治療及

び救済振興特別

条例第9条

(本条例)

厳重特殊伝染性肺炎の影響を受け、経営が困難になった産業、事業、医療(事務) 機関及び関連

業務に従事する人員は、目的事業主務機関により救済、助成金、振興措置及びその従業員に必

要な協力を提供することができる。

医療機関が中央流行疫情指揮センターの防疫の必要により診療を停止した場合、政府は適切な

補償を与えなければならない。

前2項の産業、事業、医療(事務)機関の認定、救済、助成金、補償、振興措置の項目、基準、金額

及びその他の関連事項の細則は、各中央目的事業主務機関が制定し、行政院が審査し定める。

所得税納付免除

の判断

厳重特殊伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例第9条第2項の規定により、政府から受領

する助成金、補助、手当、奨励及び補償等は、その法的根拠又は細則から厳重特殊伝染性肺炎

予防治療及び救済振興特別条例又は伝染病予防治療法第53条と関連するか否かを判断した上

で免税所得とすることが出来る。(現在、経済部、交通部、衛生服務部、行政院農業委員会、文化

部等その他部会による細則がある。)
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伝染病予防治療

法第53条

中央流行疫情指揮センターの設置期間中、指揮官は防疫の必要に基づき、中央主務機関に対し、

第39条、第44条及び第50条の処置を柔軟に調整するよう指示することが出来る。

前項の期間中、各政府機関は指揮官の指示に基づき、公立・私立医療機関又は公共場所を指定

又は徴用し、検疫又は隔離場所を設立することが出来る。また予防治療作業に協力するため、関

連人員を招集することが出来る。必要時には支援を受けるため、国軍医院の指定を国防部と調整

することが出来る。指定、徴用、招集又は隔離検疫者の受入れにより生じた損失に対し、相応す

る補償を支給する。

前項の指定、徴用、招集、隔離検疫者の受入れに関する作業手続、補償方法及びその他遵守す

べき事項に係る細則は中央主務機関が制定する。

伝染病予防治療

法第39条

医師による患者の診療、又は医師や法医学者による検査、遺体解剖により、伝染病又は伝染病

の疑いを発見した場合、即時必要な感染制御措置をとり、現地主務機関に報告しなければならな

い。

前項の病例報告について、第一類、第二類伝染病は二十四時間以内に完了しなければならない。

第三類伝染病は一週間以内に完了しなければならず、必要時は中央主務機関が調整することが

出来る。第四類、第五類伝染病の報告は中央主務機関が公告する期限及び規定する方法に基

づく。

医師が対外的に関連個別案件の病状を説明する際、先に現地主務機関に報告し、実証を得なけ

ればならない。

医療事務機関、医師、法医学者及び関連機関(機構)は主務機関の要請に基づき、伝染病患者又

はワクチン接種後、副作用の発生が疑われる個別案件の診療記録、病歴、関連検査結果、治療

状況及び解剖鑑定報告等の資料を提供しなければならず、拒絶、回避又は妨害してはならない。

中央主務機関は疫情の流行を制御するため、伝染病又はワクチン接種による死亡の資料を公布

することができ、捜査非公開の制限を受けない。

第一項及び前項の報告又は提供した資料に不備がある場合、主務機関得は期限を定めてその

補正を命じることができる。

伝染病予防治療

法第44条

主務機関による伝染病患者に対する処置措置は以下の通り。

一、第一類伝染病患者は指定隔離治療機関にて隔離治療を受けなければならない。

二、第二類、第三類伝染病患者は必要時において、指定隔離治療機関にて隔離治療を受けるこ

とが出来る。

三、第四類、第五類伝染病患者は中央主務機関が公告する予防治療措置に基づき処置される。

主務機関は伝染病患者に対し隔離治療を行う際、強制隔離治療の翌日から三日以内に隔離治

療通知書を作成し、本人又はその家族に送達し、副本を隔離治療機関に送達しなければならない。

第一項各号の伝染病患者が主務機関による隔離治療を受けた場合、その費用は中央主務機関

が編成した予算で対応する。
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伝染病予防治療

法第50条

医療事務機関又は現地主務機関は伝染病又は伝染病の疑いにより死亡した遺体について、消毒

又はその他必要な処置を行わなければならず、死亡者の家族及び葬儀サービス業者はこれを拒

絶、回避又は妨害してはならない。

前項の遺体について、中央主務機関が病理解剖を実施しなければ、伝染病の病因の把握、又は

伝染病の流行の制御に不十分であると判断した場合、病理解剖検査を行うことができ、死亡者の

家族は拒絶することは出来ない。

予防接種による死亡が疑われる遺体について、中央主務機関が病理解剖を実施しなければ、死

因の把握に不十分であり全体の防疫の利益に影響すると判断した場合、病理解剖検査を行うこと

が出来る。

死亡者の家族は、第一類伝染病に感染したことが確認された遺体については二十四時間以内に、

第五類伝染病に感染したことが確認された遺体については中央主務機関が公告した期限までに

納棺し火葬しなければならない。その他の伝染病により死亡した遺体については、火葬できない

特殊な原因がある場合は、地方主務機関に届出し承認を得た後、規定に基づいて埋葬しなけれ

ばならない。

第二項の病理解剖検査を行う場合、中央主務機関が定めた補助基準に基づき、その葬儀費用を

補助する。
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